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①
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
・
不
動

　

産
な
ど
）・
配
当
所
得
・
譲
渡
所

　

得
が
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
が
「
給

　

与
支
払
報
告
書
」
を
市
役
所
へ
提

　

出
し
て
い
な
い
方

※
勤
務
先
の
給
与
担
当
者
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

③
年
の
中
途
で
退
職
し
、
そ
の
後
、

　

就
職
し
て
い
な
い
方

④
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

　

が
あ
っ
た
方
。
ま
た
は
２
カ
所
以

　

上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

⑤
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
受
け

　

て
い
な
い
方

※
給
与
所
得
に
は
、
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
に
よ
る
収
入
も
含
ま
れ
ま
す
。

⑥
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と

　

す
る
方

⑦
公
的
年
金
な
ど
の
所
得
の
み
の
方

　

で
、
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・

　

扶
養
控
除
・
医
療
費
控
除
な
ど
を

　

受
け
よ
う
と
す
る
方

⑧
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書
の

申
告
が
必
要
な
方
と
は
？

申
告
に
必
要
な
も
の

市
役
所
の
会
場
で
は
…

　

今
年
も
午
前
７
時
30
分
よ
り
番
号

札
を
配
布
し
ま
す
。
説
明
開
始
が
午

前
９
時
か
ら
に
な
り
ま
す
の
で
、
番

号
札
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
な
る

べ
く
日
程
表
の
と
お
り
お
越
し
く
だ

さ
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
27
年
分
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

①
認
印
（
ス
タ
ン
プ
式
は
不
可
）

②
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が
わ
か
る

　

も
の（
申
告
者
本
人
名
義
の
も
の
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方

は
必
要

③
平
成
27
年
中
の
収
入
が
分
か
る
書
類

・
給
与
、
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

　
（
コ
ピ
ー
不
可
）。
扶
養
親
族
分
も

　

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
生
命
保
険
な
ど
の
満
期
保
険
金
を

　

受
け
取
っ
た
方
は
、
そ
の
支
払
通

　

知
書

・
外
交
員
報
酬
、
原
稿
料
、
講
演
料

　

な
ど
の
収
入
が
あ
る
方
は
、
そ
の

　

支
払
調
書

・
営
業
や
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
所
得

　

が
あ
る
方
は
、
事
前
に
必
ず
収
支
内

　

訳
書
を
作
成
し
、
領
収
書
な
ど
と
あ

　

わ
せ
て
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

市
役
所
の
会
場
で

市
役
所
の
会
場
で

受
け
ら
れ
な
い
申
告

受
け
ら
れ
な
い
申
告

　

次
の
㋐
〜
㋘
は
市
役
所
で
の
申
告

受
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
土
浦
税

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

㋐
青
色
申
告

㋑
雑
損
控
除
の
適
用
を
受
け
る
申
告

㋒
不
動
産
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得

　

の
申
告

㋓
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
、
先

※
収
支
内
訳
書
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
申
告
を
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
。

④
平
成
27
年
中
に
支
払
っ
た
証
明
書

　

ま
た
は
領
収
書
。
生
命
保
険
料
、

　

地
震
保
険
料
、
社
会
保
険
料
（
国

　

民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
）
な
ど

⑤
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医

　

療
費
の
領
収
書
お
よ
び
保
険
な
ど

　

で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
（
高
額
療

　

養
費
や
生
命
保
険
な
ど
で
戻
っ
て

　

き
た
金
額
）
の
明
細
書

※
医
療
費
控
除
に
お
む
つ
代
を
含
め

る
場
合
は
、
医
師
の
証
明
す
る
「
お
む

つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
必
ず
合
計
金
額
を
計
算
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
。

⑥
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障

　

害
者
手
帳
な
ど
（
介
護
認
定
を
受

　

け
て
い
る
方
は
本
紙
9
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
）

  から３月15日㈫まで
◎
午
前
７
時
30
分
か
ら
番
号
札
を
配
布
し
ま
す

・
伊
奈
庁
舎
：
庁
舎
東
側
夜
間
窓
口
前

・
谷
和
原
庁
舎
：
正
面
玄
関
前

※
午
前
８
時
30
分
以
降
の
受
付
場
所
は
伊
奈
庁
舎
：
待
合
室
／
谷
和
原
庁
舎
：

申
告
会
場
と
な
り
ま
す
。

　

必
要
な
方

⑨
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※
収
入
の
な
い
方
で
誰
に
も
扶
養
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
市
・
県
民
税
申

告
が
必
要
で
す
。

　

物
取
引
に
係
る
所
得
の
申
告

㋔
損
益
通
算
の
あ
る
申
告

㋕
繰
越
控
除
の
あ
る
申
告

㋖
贈
与
税
・
消
費
税
の
申
告

㋗
住
宅
取
得
資
金
な
ど
を
連
帯
で
借

　

り
入
れ
し
て
い
る
方
で
、
住
宅
借

　

入
金
等
特
別
控
除
の
適
用
を
受
け

　

る
申
告
と
住
宅
関
連
特
別
控
除
の

　

  

伊
奈
庁
舎
税
務
課　

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
１
１
３
２
）

問

　

適
用
を
受
け
る
申
告

㋘
平
成
26
年
分
以
前
の
更
正
の
請
求

事業者の皆さんへ

消費税・地方消費税の納税は期限内に！
消費税・地方消費税率は８％です消費税・地方消費税率は８％です
　　　期限内納付のために…　　　期限内納付のために…

計画的な納税資金の積み立てを！

積立後の納付には、便利な納付手段をご利用ください

◎振替納税 ◎ダイレクト納付
事前の登録で、預金口座から自
動的に引き落としされます。

事前の登録で、ｅ -Tax を利用し
た電子申告などの送信後に、預金
口座からの振替納付ができます。

詳しくは、国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp


